
事業名

政策体系上の
位置付け

事業の概要

基本目標Ⅲ
　労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること
施策目標２
　安全・安心な職場づくりを推進すること
施策目標２－１
　労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職場づくりを推進すること

　（政策等への反映の方向性）
　　評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。

　長期発がん性試験方法の確立のため、ナノマテリアル吸入ばく露装置の試作及び試験運転による
性能の確認を行う。

【評価結果の概要】

施策に関する
評価結果の概
要と達成すべき
目標等

平成２０年度事業評価書（事前）要旨

評価実施時期：平成２０年８月 担当部局名：労働基準局安全衛生部化学物質対策課

ナノマテリアルの有害性等の試験等

（１）必要性の評価
その他行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) 有 無

(理由)
ナノマテリアルについての試験方法が確立していない中で、民間企業に複数年度にわ

たって多額の費用を要する長期吸入ばく露試験を行わせることは困難である。また、ナ
ノマテリアルは労働安全衛生法に基づく既存化学物質に該当し、国は、自らその有害性
調査を実施するよう努めることとされている （労働安全衛生法第５７条の５）。

その他国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) 有 無
(理由)
ナノマテリアルは労働安全衛生法に基づく既存化学物質に該当し、国は、自らその有

害性調査を実施するよう努めることとされている （労働安全衛生法第５７条の５）。

民営化や外部委託の可否 可 否
(理由) 化学物質の有害性の調査にあたり、一定の組織、設備等を具備した基準を定

めたＧＬＰ（優良試験所指針）に合致した施設を有する事業者であれば試験の実施が可
能なため。

他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 有 無
(有の場合の整理の考え方)

（２）有効性の評価
政策効果が発現する経路（投入→活動→結果→成果）
ナノマテリアルの有害性試験の実施 → 試験結果の公表 → 労働者へのばく露防

止対策 → 労働者の健康の確保

事業の有効性
、 。ナノマテリアルの有害性を明らかにすることにより 労働者の健康の確保が図られる

（３）効率性の評価
本事業を実施するに当たり、公募を行い、専門的ノウハウを持った者に委託すること
により効率的な実施が図られる。



施政方針演説等

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

年月日 記載事項（抜粋）

関係する施政
方針演説等内
閣の重要政策
（主なもの）

アウトプット指標 本事業と指標の関連についての説明
（達成水準／達成時期）
１ 長期発がん性試験方法の確 ナノマテリアルの人への生体影響は未解明であり、ま

立のためのナノマテリアル た、生体影響を調べるための長期発がん性の試験方法
吸入ばく露装置１基の試作 が確立されていない。
（平成２１年度）

２ 試作した吸入ばく露装置に ナノマテリアル長期発がん性試験を実施する上で実験
ついて代表的ナノマテリア データの精度の確保が必要である。
ル１物質を用いての装置の
性能確認（平成２１年度）

（調査名・資料出所、備考）
ナノマテリアルの有害性等の試験等調査結果報告書による。


